
規制対象物の中でこれまで判断が困難であったものを省令に明記し、これらを輸出又は
輸入しようとする者は、原則としてバーゼル法に基づく手続を経ることが必要とする。ただし、
輸出者が自ら分析等を行い、すべての物品が濃度基準以下であることを客観的に証明
することができる場合には、手続を経なくとも輸出することができるものとする。
規制対象物として省令に明記したものを混合物の一部として含むものについては、これら
を除去しない限り、混合物総体として特定有害廃棄物等に該当する。
規制対象物として省令に明記するものは、雑品スクラップに混入されることが多い、使用
済家電製品（家電リサイクル法の対象４品目、小型家電リサイクル法の対象28品
目）及び２つのリサイクル法の対象機器と同種の業務用機器、給湯器、配電盤、無停
電電源装置（UPS）、冷却用コンプレッサー（黒モーター）とする。
また、電池及び廃電子基板の取り扱いについては、現行のサービス告示においても「分別
されていない電池」「電気部品又は電子部品のくず」と記載されていたところであるが、これ
らが雑品スクラップ等の混合物の中に混入した場合についての取り扱いが必ずしも明確で
なかったことから、混合物に混入した電池や廃電子基板等について、明確に規制対象と
なるよう、これを省令等で明確化する。
濃度測定における分母を「構造的に分解可能な最小の製品単位（例：基板、モー
ター等）」として明確化する。
法の施行状況等を踏まえながら、必要に応じて適切な見直しを行う。

雑品スクラップ対策の考え方



1. ユニット形エアコンディショナー（ウィンド形エア
コンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若し
くは床置き形であるセパレート形エアコンディショ
ナーに限る。）

2. テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
a. ブラウン管式のもの
b. 液晶式（電源として一次電池又は蓄電池を使用し

ないものに限り、建築物に組み込むことができる
ように設計したものを除く。）のもの及びプラズ
マ式のもの

3. 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
4. 電気洗濯機及び衣類乾燥機
5. 電話機・ファクシミリ装置その他の有線通信機械器

具
6. 携帯電話端末・PHS端末その他の無線通信機械器具
7. ラジオ受信機及びテレビジョン通信機（２．のテレ

ビジョン受信機を除く）
8. デジタルカメラ・DVDレコーダーその他映像用機

械器具
9. デジタルオーディオプレーヤー・ステレオセットそ

の他の電気音響機械器具
10. パーソナルコンピューター
11. 磁気ディスク装置・光ディスク装置その他の記憶装

置
12. プリンターその他の印刷装置
13. ディスプレイその他の表示装置
14. 電子書籍端末
15. 電動ミシン

16. 電気グラインダー・電気ドリルその他の電動工具
17. 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
18. ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機

械器具
19. 電動式吸入器その他の医療用電機械器具
20. フィルムカメラ
21. ジャー炊飯器・電子レンジその他の台所用電気機械

器具（3. の電気冷蔵庫および電気冷凍庫を除く）
22. 扇風機・電気除湿機その他の空調用電気機械器具

（1．のユニット型エアコンディショナーを除く）
23. 電気アイロン・電気掃除機その他の衣料用又は衛生

用の電気機械器具（4．の電気洗濯機及び衣類乾燥
機を除く）

24. 電気こたつ・電気ストーブその他の保温用電気機械
器具

25. ヘアドライヤー・電気かみそりその他の理容用電気
機械器具

26. 電気マッサージ器
27. ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
28. 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
29. 蛍光灯器具その他の電気照明器具
30. 電子時計及び電気時計
31. 電子楽器及び電気楽器
32. ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
33. 給湯器
34. 配電盤
35. 無停電電源装置（ＵＰＳ）
36. 冷却用コンプレッサー（黒モーター）

バーゼル法において明確化された規制対象物


